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追補のお知らせ 

 

 

 次の告示・通知により，本書の内容に変更が生じましたので，ここに追補します。 

 

〔１．令 2.6.9 事務連絡 に係る変更〕 

〔２．令 2.7.17 保医発 0717第 1号 に係る変更〕 

〔３．令 2.7.31 保医発 0731第 1号 に係る変更〕 

〔４．令 2.8.25 告示・26収載新薬 に係る変更〕 
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〔１． 令 2.6.9 事務連絡 に係る変更〕 

【第Ⅰ部 診療報酬編  追 補】 

頁 段 対象項目 変更前 変更後 

27 

 

右  B001「2」   

特定薬剤治療管理料 

注 7 

7 イについては，入院中の患者であって，

バンコマイシンを投与しているものに

対して，同一暦月に血中のバンコマイ

シンの濃度を複数回測定し，その測定

結果に基づき，投与量を精密に管理し

た場合は，1 回目の特定薬剤治療管理

料を算定すべき月に限り，530 点を所

定点数に加算する。 

7 イについては，入院中の患者であって，

バンコマイシンを投与しているものに

対して，血中のバンコマイシンの濃度

を複数回測定し，その測定結果に基づ

き，投与量を精密に管理した場合は，1

回に限り，530点を所定点数に加算す

る。 

 

〔２． 令 2.7.17保医発 0717第 1号 に係る変更〕 

【第Ⅰ部 診療報酬編  追 補】 

頁 段 対象項目 変更前 変更後 

305 右  別紙 36   

抗不安薬，睡眠薬，

抗うつ薬，抗精神病

薬 

■別紙 36 

睡眠薬 

  …  

スボレキサント（⇒ ） 

 

睡眠薬 

  …  

スボレキサント（⇒ ） 

レンボレキサント（⇒ ） 

メラトニン（⇒ ） 

306 左 抗精神病薬 

＜非定型薬＞ 

  …  

○ ブレクスピプラゾール（⇒ ） 

 

抗精神病薬 

＜非定型薬＞ 

  …  

○ ブレクスピプラゾール（⇒ ） 

○ ルラシドン塩酸塩（⇒ ） 

 

〔３．令 2.7.31保医発 0731第 1号 に係る変更〕 

頁 段 対象項目 変更前 変更後 

305 右  D004-2   

悪性腫瘍組織検査 

（13）（以下略） 

 

 

 

（新設） 

（15）（以下略） 

※「令 2.6.30 事務連絡「診療報酬の算定方法の一部改定に伴

う実施上の留意事項について」の一部訂正について」による。 

 

（16） RAS遺伝子検査（血漿）は，「１」の「ロ」処理が複雑

なものと，「イ」処理が容易なものの「(1)」医薬品の適応判

定の補助等に用いるものの所定点数を準用して算定する。 

ア 本検査は，大腸癌患者の血漿を検体とし，抗悪性腫瘍剤

による治療法の選択を目的として，高感度デジタルＰＣＲ

法とフローサイトメトリー法を組み合わせた方法により

行った場合に，患者１人につき，1 回に限り算定できる。

ただし，再度治療法を選択する必要がある場合にも算定で

きる。なお，本検査の実施は，医学的な理由により，大腸

癌の組織を検体として，「１」の「イ」処理が容易なもの
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のうち，(２)のイに規定する大腸癌における RAS遺伝子検

査又は（３）のカに規定する大腸癌における K-ras遺伝子

検査を行うことが困難な場合に限る。 

イ 本検査を実施した場合は，大腸癌の組織を検体とした検

査が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬

明細書に記載する。 

ウ 本検査と，大腸癌の組織を検体として，「１」の「イ」

処理が容易なもののうち，(２)のイに規定する大腸癌にお

ける RAS遺伝子検査又は（３）のカに規定する大腸癌にお

ける K-ras 遺伝子検査を同一月中に併せて行った場合に

は，主たるもののみ算定する。 

 

〔４．令 2.8.25 告示・26収載新薬 に係る変更〕 

【第Ⅰ部 診療報酬編  追 補】 

頁 表組内に追加する成分／品名 

58 

～ 

72 

（既存の  B008   1  抗悪性腫瘍剤     に追加） 

イサツキシマブ（遺伝子組換え）             4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 サークリサ点滴静注１００ｍｇ  

サークリサ点滴静注５００ｍｇ  

カプマチニブ塩酸塩水和物                        4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

タブレクタ錠１５０ｍｇ  

タブレクタ錠２００ｍｇ   

159 

～ 

167 

（既存の  C200   20  抗悪性腫瘍剤       に追加） 

イサツキシマブ（遺伝子組換え）             4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

サークリサ点滴静注１００ｍｇ  

サークリサ点滴静注５００ｍｇ  

346 

～ 

349 

（既存の 療担規則(2)   3 〈14日分を限度とする内服薬,外用薬,注射薬〉薬価収載後 1年未満の新薬  に追加） 

イサツキシマブ（遺伝子組換え）             4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 サークリサ点滴静注１００ｍｇ 

サークリサ点滴静注５００ｍｇ  

インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル  

 2290J その他の呼吸器官用薬＞配合剤  

 エナジア吸入用カプセル中用量   

エナジア吸入用カプセル高用量   

インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル   2290J その他の呼吸器官用薬＞配合剤   

アテキュラ吸入用カプセル低用量   

アテキュラ吸入用カプセル中用量   

アテキュラ吸入用カプセル高用量   
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オピカポン                                 1169i 抗パーキンソン剤＞その他   

 オンジェンティス錠２５ｍｇ  

カプマチニブ塩酸塩水和物                        4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

タブレクタ錠１５０ｍｇ  

タブレクタ錠２００ｍｇ   

カルボキシマルトース第二鉄                      3222 無機質製剤＞鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）   

 フェインジェクト静注５００ｍｇ 

グルカゴン                2492 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）＞すい臓ホルモン剤   

 バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ   

サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物              2190i その他の循環器官用薬＞その他   

 エンレスト錠５０ｍｇ  

 エンレスト錠１００ｍｇ  

 エンレスト錠２００ｍｇ  

サトラリズマブ（遺伝子組換え）                 6399i その他の生物学的製剤＞その他   

 エンスプリング皮下注１２０ｍｇシリンジ  

シポニモド フマル酸                   3999i 他に分類されない代謝性医薬品＞その他   

 メーゼント錠０．２５ｍｇ  

メーゼント錠２ｍｇ  

ダプロデュスタット                       3999i 他に分類されない代謝性医薬品＞その他   

 ダーブロック錠１ｍｇ  

 ダーブロック錠２ｍｇ  

 ダーブロック錠４ｍｇ  

 ダーブロック錠６ｍｇ  

チルドラキズマブ（遺伝子組換え）             3999i 他に分類されない代謝性医薬品＞その他   

 イルミア皮下注１００ｍｇシリンジ  

バダデュスタット                     3999i 他に分類されない代謝性医薬品＞その他   

バフセオ錠１５０ｍｇ  

バフセオ錠３００ｍｇ  
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【第Ⅱ部 薬剤リスト編  追 補】 
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〔５．令 2.8.31 事務連絡 に係る変更〕 

頁 段 対象項目 変更前 変更後 

43 

 

右  B001「2」  

特定薬剤治療管

理料 

 0170 グリコペプ

チド系抗生物質 

「 レ セ プ ト の

Point」 

〈留意事項〉（1）シ 「注７」に規定

する加算は，入院中の患者であって，

バンコマイシンを数日間以上投与し

ているものに対して，バンコマイシン

の安定した血中至適濃度を得るため

頻回の測定が行われる初回月に限り，

初回月加算（バンコマイシンを投与し

た場合）として「注７」に規定する加

算を算定し，「注８」に規定する加算

は別に算定できない。 

〈留意事項〉（1）シ 「注７」に規定

する加算は，入院中の患者であっ

て，バンコマイシンを数日間以上投

与しているものに対して，バンコマ

イシンの安定した血中至適濃度を

得るため頻回の測定を行った場合

は，１回に限り，初回月加算（バン

コマイシンを投与した場合）として

「注７」に規定する加算を算定し，

「注８」に規定する加算は別に算定

できない。 

 

〔６．令 2.8.31保医発 0831第 4号 に係る変更〕 

頁 段 対象項目 変更前 変更後 

296 

 

左  N002  

免疫染色（免疫抗

体法）病理組織標

本作製 

 

(6)「6」の ALK融合タンパクは，非小

細胞肺癌患者に対して，ALK阻害剤の

投与の適応を判断することを目的と

して，ブリッジ試薬を用いた免疫組織

染色法により病理標本作製を行った

場合に，当該薬剤の投与方針の決定ま

での間に１回を限度として算定する。 

(6)「6」の ALK 融合タンパクは，以

下に掲げる場合において算定でき

る。 

ア 非小細胞肺癌患者に対して，ALK

阻害剤の投与の適応を判断する

ことを目的として，ブリッジ試薬

を用いた免疫組織染色法により

病理標本作製を行った場合（当該

薬剤の投与方針の決定までの間

の１回に限る。） 

イ 悪性リンパ腫患者に対して，悪性

リンパ腫の診断補助を目的として

免疫組織染色法により病理標本作

製を行った場合（悪性リンパ腫の

病型分類までの間の１回に限る。） 

 


